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電気事故の発生状況
前年度比前年度件数件 数種 類

▲７６９６２事業用電気工作物
▲７１１４感電等の電気工作物に係る死傷事故
±０００電気火災事故
±０２２電気工作物に係る物損等事故
＋２２２２４主要電気工作物の破損事故
▲２３１発電支障事故
±０００放電支障事故
▲１２１供給支障事故
±０３１３１他者への波及事故
±０００ダムからの異常放流事故
±０００社会的影響を及ぼした事故
▲７１４７小規模事業用電気工作物

※１件の事故で複数種類の事故に分類される場合があるため、事故件数と内訳の合計は一致しない。

令和７年３月末現在
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電気事故の発生状況（事業用電気工作物）
計自家用電気事業用種 類

（１１）４（８）３（３）１感電等の電気工作物に係る死傷事故

（０）０（０）０（０）０電気火災事故

（２）１（２）１（０）０電気工作物に係る物損等事故

（２２）２４（１６）２２（６）２主要電気工作物の破損事故

（３）１（１）０（２）１発電支障事故

（０）０（０）０（０）０放電支障事故

（２）１ーー（２）１供給支障事故

（３１）３１（３１）３１（０）０他者への波及事故

（０）０（０）０（０）０ダムからの異常放流事故

（０）０（０）０（０）０社会的影響を及ぼした事故

（６９）６２（５６）５７（１３）５計

※括弧内は令和５年度の件数。
１件の事故で複数種類の事故に分類される場合があるため、事故件数と内訳の合計は一致しない。

令和７年３月末現在
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発生件数の推移（事業用電気工作物）

（アーク含む）

１件の事故で複数種類の事故に分類される場合があるため、事故件数と内訳の合計は一致しない。
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死傷事故件数の推移（事業用電気工作物）

・直近１０年間で８４件の死傷事故が発生。
・令和６年度は４件で、令和元年度に並んで一番少ない。
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死傷者数の推移（事業用電気工作物）

・直近１０年間で死亡者数は９名、負傷者数は８１名。
・令和６年度の死傷者数は４名で、直近１０年で一番少ない。
・令和６年度の死亡者数は、令和２年度以来の０名。
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感電死傷事故の月別件数（事業用電気工作物）

・直近１０年間で７３件の感電死傷事故が発生。
・このうち、６月から８月にかけて３１件発生しており、全体の約４２％を占める。
・高温多湿による発汗が増える時期は感電しやすい環境なので、特に注意が必要。
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死傷事故事例①
事故の発生状況
 特別高圧受電の事業場において、事故発生の前日、電気主任技術者に報告の上、変圧器の低圧側を昇圧さ

せるため、被災者がタップ切替え作業を実施。
 事故発生の当日、被災者と他の作業者の計２名にてタップ切替後の電圧測定を実施。なお、電圧測定実施

については、電気主任技術者に伝達していなかった。
 低圧側の電圧測定を実施しようとしたが、充電部が感電防止カバーによって保護され、低圧電圧測定器の

プローブを当てることができなかったことから、感電防止カバーを外した。
 感電防止カバーには「高電圧危険」の文字があったが、被災者は気付いていなかった。
 カバー取り外し、被災者は誤ってトランスの高圧側に低圧電圧測定器のプローブを当ててしまった。低圧

電圧測定器は高電圧により破裂し、被災者は感電した。

作業状況（再現） 事故発生直後の状況
11



死傷事故事例①
原因
 被災者は、電圧測定作業を電気主任技術者に報告せず、社内ルールを守らずに被災者の判断で測定した。
 電気主任技術者はタップ切替え作業を承認していたが、タップ切替え後の電圧測定方法や測定場所を具体
的に指示していなかった。

 被災者と作業者は、作業方法や危険場所の確認をしないまま作業した。
再発防止対策
 電気室内の作業は、作業計画書を事前申請し、電気主任技術者と作業責任者が現地確認を行った上で、作

業手順を明確にし、作業者判断による行動を未然に防止する。
 作業途中で作業方法が変更になった場合は、作業を中止して作業計画書を再申請する。
 感電事故に係る周知と再教育を実施するとともに、保安教育を毎年実施する。
 通電中の禁止事項を電気室内の盤面に表示する。

作業状況（再現） 事故発生直後の状況 12
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死傷事故事例②
事故の発生状況
 太陽電池発電所における年次点検のため、被災者を含む作業者３名と連絡責任者１名、設置者の管理責任

者１名という体制で作業開始。
 停電状態にして絶縁抵抗測定等を実施した後、系統側と再接続して作業者はそれぞれの持ち場についた。
 被災者は、電圧測定のため、低圧遮断器に低圧電圧測定器のプローブをあてた。
 ただし、当該遮断器の電圧測定の際、測定器のプローブが短く測定できなかったことから、日頃から測定
穴付きの端子カバーを外していた。このことから露出部の端子間距離は、最短で約１５ｍｍしかなかった。

 被災者が使用する測定器のプローブは、露出部分が約２０ｍｍあり、かつ測定器と本人の右手が視界を遮
り、目視確認ができない状態で測定したことから、誤ってプローブを短絡させ、アーク火傷を負った。

事故発生直後の状況 改修後の状況

新設した電圧計
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死傷事故事例②
原因
 低圧遮断器の端子カバーを外した状態となっていたことにより、被災者の過失を誘った。
再発防止対策
 端子カバーは、サーモカメラによる端子や接続ボルトの温度測定をする場合を除き、停電作業時以外では
取り外さない。

 損傷箇所の改修に合わせ、電圧計を設置した。
 電圧測定等が必要な場合は、端子カバーを外すことなく、測定用穴を利用して測定する。

事故発生直後の状況 改修後の状況

新設した電圧計



死傷事故事例③
事故の発生状況
 被災者は、他の作業者の計３名（下請会社社員）で、開閉器を制御するための機器（制御機器）の交換作

業を実施していた。
 ３名で作業前ミーティングは実施していたものの、具体的な作業手順の確認はしていなかった。
 制御機器を交換した後、制御機器底面の差込口に制御用ケーブルを差し込むために手を伸ばしたが、目視
が困難でケーブル側端子の位置を合わせられず、端子を差し込むことができなかった。

 被災者は、制御機器底面の差込口を目視で確認するため、横たわって作業を開始した。このとき、保安帽
（ヘルメット）を着用していると頭部がスペースに入らなかったため、保安帽を脱いで作業した。

 この際、被災者の右こめかみが高圧ケーブル接続端子に接触し、感電した。

作業状況 接触部

制御機器

制御機器

制御機器側差込口（ピン）

15
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死傷事故事例③
原因
 被災者を含む作業者３名は、具体的な作業手順を事前に確認していなかった。
 被災者は、作業時の基本事項（保安帽の着用、決められた接近限界距離等）を遵守しなかった。
再発防止対策
 同作業に関する具体的な作業手順書を作成し、作業をルール化した。
 下請会社を含む関係者全員に対し、同様の事案が発生しないように感電事故の発生について周知した。
 作業者全員に対し、保安帽の着用や接近限界距離等の徹底について、再教育を実施した。
 作業手順が変更となった場合は、周囲の状況を踏まえて再ミーティングを実施すること等を再教育した。

作業状況 接触部

制御機器側差込口（ピン）

制御機器

制御機器
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事故の発生状況
 高圧受電の事業場において、太陽電池発電設備を設置するための準備作業として、被災者（事業者の従業

員）と他の従業員の計２名で高圧受電設備の電圧測定を実施していた。なお、電圧測定を実施することに
ついては、電気主任技術者に連絡していなかった。

 被災者と他の従業員１名は、携帯電話のテレビ電話アプリで接続していた本社（当該事業場と別事業場）
の指示者から、高圧受電設備の扉とアクリル扉を開け、断路器（高圧充電部）の電圧測定を行うよう、指
示を受けた。

 被災者は、高圧ゴム手袋を着用し、本社から送付された低圧電圧測定器のプローブを断路器（高圧充電
部）に近づけたところ、プローブからアークが発生し、被災者は火傷を負った。なお、この際、もう一人
の従業員は、携帯電話と低圧電圧測定器を両手に持っていた。

原因
 作業にあたった従業員２名及び本社指示者は、電気の取り扱いに関する知識が無かった。
 高圧受電設備で電圧測定を実施することを電気主任技術者と打合せしていたものの、具体的な作業日程が

決まっておらず、測定実施日の連絡を失念していた。

再発防止対策
 高圧受変電設備に関する作業を行う際は、電気主任技術者立ち合いのもと作業する。
 従業員に対し、高圧受変電設備の危険性および電気取扱いに関する保安教育を実施した。
 高圧受電設備の周辺にフェンスを設置するとともに、高圧受電設備の危険表示を追加した。

死傷事故事例④



①単独作業はやめましょう
・複数なら危険を未然に察知する機会が増えます
・もし負傷したとしても単独でなければ早く治療を受けることができます

②工事着工前に電気主任技術者に連絡しましょう
・電気設備付近の作業は、主任技術者へ立会いを求めましょう
・特に、電気設備に近接する足場工事に係る連絡は重要です

③キュービクル等の扉の鍵を管理しましょう
・関係者以外の者が立ち入らないよう適切に管理しましょう

④停電作業が基本です
・充電部と停電部が混在する場合、警戒標識等の取付けを行い、確実に電気作業関係者へ周
知しましょう

⑤検電を実施しましょう
・作業箇所周辺の電気設備について、広範囲に実施しましょう

⑥絶縁防護具を着用しましょう
・電気作業者の絶縁防護具の着用、電気設備充電部の絶縁防具装着を実施しましょう
・停電作業等で使用した短絡接地器具は、受電前に確実に取り外しましょう

⑦保安教育を充実しましょう
・電気事故防止のための教育を効果的に実施しましょう 18

死傷事故防止のために



死傷事故事例⑤（蓄電池の規制検討）

（出典）第21回産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会電気設備自然災害等対策ワーキンググループ【令和6年9月10日開催】（経済産業省HP）︓
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/021.html
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https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/021.html


死傷事故事例⑤（蓄電池の規制検討）
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波及事故件数の推移

・令和６年度は３１件の波及事故が発生（令和５年度と同数）。
・直近１０年間のうち、直近３年間の波及事故件数が多い傾向にある。
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波及事故の月別件数

・直近１０年間で２３０件の波及事故が発生。
・このうち、特に７月の発生が多く、全体の約２１％を占める。
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原因別
３５.５％１１件雷
２２.６％７件保守不完全
１２.９％４件自然劣化
１２.９％４件製作不完全
６.５％２件不明
３.２％１件調査中
３.２％１件火災
３.２％１件鳥獣接触

波及事故の発生状況（令和６年度）

波及事故の原因別件数

 波及事故発生原因を分類すると、
雷が、全体の約３５％を占める。

 雷サージによる波及事故防止には、
避雷器の設置が有効。
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 波及事故発生源となった電気工作
物別に分類すると、高圧区分開閉
器と高圧ケーブルが大部分となり、
全体の約９１％を占める。

波及事故の発生状況（令和６年度）

波及事故の電気工作物別件数

電気工作物別

５４.５％１８件高圧区分開閉器

３６.４％１２件高圧ケーブル

３.０％１件受電設備一式

３.０％１件ＶＣＴ

３.０％１件ＣＴ
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• 設置者に対し、電気事故が発生した場合の国への報告を義務付け。
• 電話等による速報︓２４時間以内
• 報告書による詳報︓３０日以内

電気事故が発生したら

ガイドとグリッド線

内 容種 類

感電事故、電気工作物の破損や誤操作等による人の死傷感電等の電気工作物に係る死
傷事故

電気工作物が原因で火災が発生し、物件等に損害を与えたもの（半焼以上
に限る）電気火災事故

太陽電池パネルや架台、風車ブレード等の構外への飛散による物損
構外への土砂の流出による道路等の閉塞 等電気工作物に係る物損等事故

主要電気工作物の破損により運転停止又は使用不可能
需要設備︓電圧1万V以上の遮断器、変圧器 等
太陽電池︓50kW以上、風力︓20kW以上 等

主要電気工作物の破損事故

出力10万kW以上の発電設備で、かつ7日以上の発電停止発電支障

出力10万kW以上の蓄電所で、かつ7日以上の放電停止放電支障

波及事故 ※再閉路成功を除く（波及事故かどうか送配電会社に確認すること）他者への波及事故

多数の家屋等の施設又は工作物に著しい被害を与えた事故 等社会的影響を及ぼした事故

電気関係報告規則第３条（事業用電気工作物）

※主に自家用電気工作物が対象となる事故を抜粋 32
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電気事故が発生したら
電気関係報告規則第３条の２（小規模事業用発電設備）

内 容種 類

感電事故、電気工作物の破損や誤操作等による人の死傷感電等の電気工作物に係る
死傷事故

電気工作物が原因で火災が発生し、物件等に損害を与えたもの
（半焼以上に限る）電気火災事故

太陽電池パネルや架台、風車ブレード等の構外への飛散による物損
構外への土砂の流出による道路等の閉塞 等

電気工作物に係る物損等事
故

主要電気工作物の破損により運転停止又は使用不可能主要電気工作物の破損事故

• 設置者に対し、電気事故が発生した場合の国への報告を令和３年４月より義務付け。
• 電話等による速報︓２４時間以内
• 報告書による詳報︓３０日以内

※小規模事業用発電設備は、太陽電池︓10kW以上50kW未満、風力︓20kW未満が該当
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詳報作成支援システムの紹介
詳報作成支援システムにより、事故詳報が作成できます。ぜひご利用ください。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/syouhousakusei.html

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/syouhousakusei.html
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全国の電気事故発生状況

（出典）第30回産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会【令和7年3月17日開催】（経済産業省HP）︓
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/030.html

36

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/030.html


全国の電気事故発生状況

37（出典）第30回産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会【令和7年3月17日開催】（経済産業省HP）︓
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/030.html

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/030.html


感電死傷事故に関する注意喚起

（出典） 感電死傷事故に関する注意喚起（経済産業省HP）︓https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2024/06/20240628-1.html
38



感電死傷事故に関する事例集

（出典） 感電死傷事故に関する注意喚起（経済産業省HP）︓https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2025/06/20250612.html
39

令和７年６月１２日付けで本省ホームページにて、令和４年度から令和６年度に発生した作業員の感電死傷事
故について、事例集を作成して注意喚起を実施。



水トリー現象に係る注意喚起

（出典）更新推奨時期に満たない高圧ケーブルにおける水トリー現象に係る注意喚起（経済産業省HP）︓
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2025/06/20250627.html
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令和７年６月２７日付けで本省ホームページにて、更新推奨時期に満たない高圧ケーブルにおける水トリー現
象に係る注意喚起を実施。

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2025/06/20250627.html


電気事故に関するお問い合わせ先
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経済産業省 九州産業保安監督部 電力安全課
TEL︓092-482-5519〜5522
FAX︓092-482-5973
E-mail︓bzl-kyushu-denkijiko@meti.go.jp
ホームページアドレス︓https://www.safety-kyushu.meti.go.jp/


